
料金表

トクトクタイムプラン（昼トク）

【トクトクタイムプラン（昼トク）適用条件】

電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当する場合に適用します。

①契約電流が60A以下であること。

②1需要場所で動力用の契約と合わせて契約する場合は、契約電量と契約電力との合計（この場

合、10Aを1kWとみなします。）が50kW未満であること。

③エコキュート（昼間沸上げ）、蓄電池、電気自動車等を使用することにより、デイタイムへの

電力負荷移行が可能であること。



トクトクタイムプラン(昼トク)C

【トクトクタイムプラン（昼トク）C適用条件】

電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当する場合に適用します。

①契約電流が6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満であること。

②1需要場所で動力用の契約と合わせて契約する場合は、契約電量と契約電力との合計（この場

合、1kVAを1kWとみなします。）が50kW未満であること。

③エコキュート（昼間沸上げ）、蓄電池、電気自動車等を使用することにより、デイタイムへの

電力負荷移行が可能であること。

料金計算方法



電気料金は毎月、燃料費調整額を加減いたします。また、電気料金の一部として、電気のご使用

量に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。消費税など相当額を含み

ます。

まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。

託送料金相当額について

電気料金には、一般送配電事業者の送配電網の利用料金相当分である託送料金相当額を含んでい

ます。

託送料金相当額は、お客さまの契約種別やご使用量などに応じて、一般送配電事業者の定める託

送供給等約款に当てはめて算定した参考値です。

低圧電気料金プランのお客さまにつきましては、下記計算式に1か月のご使用量を当てはめて計

算いただくことで、託送料金相当額を算出することができます。

参考値であり、ご請求金額の内訳ではございません。

託送料金平均単価は、一般送配電事業者の定める託送供給等約款に規定された需要側託送料金に基づき算

定されたもので、発電側課金は含んでおりません。


